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広域避難場所特集号

広
域
避
難
場
所
が

増
え
ま
し
た

1
5力
所
か
ら
2
9力
所
に
!

～
大
地
震
に
よ
る
延
焼
火
災
か
ら
一
時
的
に
避
難
す
る
場
所
で
す
～

都
は
、「
東
京
都
震
災
対
策
条
例
」

に
基
づ
き
、
震
災
時
に
拡
大
す
る

火
災
か
ら
住
民
を
安
全
に
保
護
す

る
た
め
、
広
域
避
難
場
所
を
指
定

し
て
い
ま
す
。
　

広
域
避
難
場
所
と
は
、
区
民
が

地
震
火
災
か
ら
身
を
守
り
、
火
災

が
鎮
火
す
る
ま
で
一
時
的
に
待
つ

場
所
で
す
。
　

そ
の
た
め
、
原
則
と
し
て
避
難

場
所
に
は
食
料
や
水
の
備
え
は
あ

り
ま
せ
ん
。
　

こ
の
広
域
避
難
場
所
の
指
定
は
、

市
街
地
状
況
の
変
化
お
よ
び
人
口

の
増
減
な
ど
を
考
え
て
、
お
お
む

ね
5
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
っ
て

い
ま
す
。

■
区
の
広
域
避
難
場
所
　
(
2

・
3
面
参
照
)
　

区
に
は
、
2
9力
所
の
広
域
避
難

場
所
が
あ
り
、
各
町
丁
目
単
位
で

場
所
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
　

災
害
時
に
は
、
火
災
発
生
の
場

所
や
風
向
き
を
判
断
し

、
危
険
の

少
な
い
広
域
避
難
場
所
に
避
難
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で

、
指
定

の
場
所
だ
け
で
な
く
お
近
く
の
広

域
避
難
場
所
も
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

□
避
難
の
流
れ
(
図
1
参
照
)

(
1
)町
会
・
自
治
会
で
選
定
し
て
い

る
「
一
時
(
い
っ
と
き
)
集
合

場
所
」
に
集
ま
り
ま
す
。

(
2
)火
災
が
発
生
し
て
い
た
ら
、
安

全
な
方
向
の
「
広
域
避
難
場
所
」

に
集
団
で
避
難
し
ま
す
。

(
3
)火
災
が
収
ま
る
ま
で
「
広
域
避

難
場
所
」で
安
全
を
確
保
し
ま
す
。

(
4
)住
居
が
倒
壊
や
焼
失
し
た
場
合
、

第
一
次
避
難
所
(
小
・
中
学
校
)

で
避
難
生
活
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

広
域
避
難
場
所
と
は

地域危

険度が

発

表

さ
れ

ま

し
た

倒壊
危険
度
!

火
災
危
険
度
!

総
合
危
険
度
!

～
地
震
の
危
険
性
を
5
段
階
で
相
対
評
価
し
て
い
ま
す
～

あ
な
た
の
住
ん
で
い
る

ま
ち
は
大
丈
夫
?

こ
の
調
査
は
、
都
が
東
京
都
震

災
予
防
条
例
(
現
・
東
京
都
震
災

対
策
条
例
)
に
基
づ
き
、
昭
和
5
0

年
1
1
月
に
第
1
回
(
区
部
)
を
公

表
し
て
以
来
、
5
年
お
き
に
行
う

地
震
に
関
す
る
地
域
危
険
度
測
定

調
査
で
、
今
回
は
第
6
回
目
の
公

表
で
す
。
　

都
内
の
5
千
9
9町
丁
目
に
つ
い
て
、

各
地
域
に
お
け
る
建
物
倒
壊
危
険

度
(
図
2
)

、
火
災
の
危
険
度
(
図
3
)

、
総
合
危
険
度
(
図
4
)

を
1

か
ら
5
ま
で
の
ラ
ン
ク
で
相
対

的
に
評
価
し
、
地
域
の
地
震
に
対

す
る
危
険
度
を
明
ら
か
に
し
て
い

ま
す
。

■
地
震
に
よ
る
ま
ち
の
危
険
性
を

測
定
し
ま
す
　

日
本
は
、
地
震
の
発
生
が
世
界

の
約
1
割
を
占
め
る
世
界
有
数
の

地
震
国
で
す
。
南
関
東
に
お
け
る

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7
程
度
の
地
震

の
発
生
確
率
は
、
今
後
3
0年
以
内

に
7
0
%程
度
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
き
な
地
震
が
起
こ
っ
た
際
、
あ

な
た
の
ま
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
危

険
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
?
　
地

震
が
起
こ
る
と
、
揺
れ
に
よ
る
建

物
の
倒
壊
や
火
災
の
発
生
に
よ
る

延
焼
が
大
き
な
被
害
を
引
き
起
こ

す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

□
地
域
危
険
度
は
こ
の
よ
う
に
使

わ
れ
ま
す
　

災
害
に
強
い
都
市
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
に
は
、
道
路
や
公
園
な

ど
の
整
備
や
建
物
の
不
燃
化
な
ど

の
防
災
都
市
づ
く
り
を
行
う
と
と

も
に
、
区
民
一
人
ひ
と
り
が
日
ご

ろ
か
ら
十
分
な
備
え
と
対
策
を
と

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
　

地
域
危
険
度
は
、
防
災
都
市
づ

く
り
を
進
め
る
地
域
の
選
定
に
利

用
す
る
と
と
も
に
、
区
民
の
皆
さ

ん
が
お
住
ま
い
の
ま
ち
の
危
険
性

を
正
し
く
理
解
し
、
地
域
へ
の
備

え
を
進
め
る
た
め
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

く
わ
し
い
内
容
は
、
区
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

図1 【避難行動の流れ】

一時( いっとき) 集合場所
集団で避難するために、町会・自治会単
位で、一時的に集まる場所が決められてい
ます。(公園・神社・学校など) 　
お住まいの一時集合場所について確認し
てください。

一時集合場所サインボード
や
じろ
べ
え

ひ

よこ

広域避難場所
大き な災害が発

生し、一時集合場
所が危険であると
判断さ れた場合は、
広域避難場所に避
難してください。
都が指定してい

る場所で、区には29
ヵ所あります。

広域避難場所サ インボ ード

第一 次避難所
自宅が倒壊や焼失などで生活できない時、
指定の避難所へ避難してください。　
区立の小・中学校、都立高校を指定してい
ます。ここでは近隣の町会・自治会で組織し
た避難所運営本部が自主的に運営します。

第 二 次避難所
要援護者の方々のために

、
福祉施設・公社・

各センターなどを指定しています。

地震の揺れによって建物が壊れたり、
傾いたりする危険性の度合いを測定した
ものです。地域にある建物の種類と地盤
により測定しています。　
木造や建築年代の古い建物が多い地域

は高く、区の地盤である沖積低地や谷底
低地は地震の際、揺れが増幅されやすい
地域となり危険度が高くなります。

図
2

【
建
物
倒
壊
危
険
度
図

】

地震の揺れで発生した火災の延焼は、
広い地域で被害をもたらす可能性があり
ます。その度合いを測定したもので、出
火の起こりやすさ、延焼の危険性をもと
に測定しています。　
広幅員道路や公園などが少なく、木造

建物が密集している地域ほど危険度が高
く 、周辺に同様の町丁目がある場合はさ
らに高くなります。

図
3

【
火
災
危
険
度
図
】

地震の危険性を分かりやすく示すため
に、地震の揺れによる建物倒壊や火災の
危険性を1 つの指標にまとめたものです。
防災都市づくり に最も 活用さ れる指標

であるとともに、区民の皆さんがまちづ
くりを考える際に、また日ごろ から地震
に備える際に活用してください。

図
4

【
総
合
危
険
度
図
】

この特集号に関するお問い合わせは、災害対策課担当へ　電話3880- 5837
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保 存 版 足 立 区 内 の 広 域 避 難 場 所
区内では荒川の河川敷など29 ヵ 所が指定されており、住所( 町丁目) ごとに割り当 てられています。

広域避難場所は大規模な延焼火災時に火勢の衰えを待つ場所です。地震かあってもすぐに広域避難場所へ避難する 必要はありません。
住所の割り当ては目 安であり、火災の状況や風向きに応じて適切な場所へ避難してく ださい。近くの広域避難場所は、実際に歩いて複数箇所を確認しておきましょう

。

※地区内残留地区
地 区内残 留地 区は 、地 区の 不燃 化が

進んでお り、万 が一火災が発生しても、
地 区内に大 規模な延 焼火災の 恐れが
な く、広域的な避 難を要しない区城

簡 略 図

※ 上記の枠にご自分の緊急連絡先などを記入しておきましよう。

防災行政無線放送のテレホンダイヤル案内
3880- 5487

直前の無線放送の内容を聞くことができます。
よく聞こえなかった場合などの確認にご利用ください。

災害用伝言ダイヤル「171 」
ご利用方法

「171 」を ダイヤ ルし
、
利用 ガイダ ンス にした がって 伝言の 録音

再生を 行ってくださ い
。
提供開始 や録 音件数など 、提 供条件につい

てはNTT 東 日本で 決定し 、テレビ・ラ ジ オな どでお知ら せします
。



2008 年( 平成20年) 7 月20日 あ だ ち 広 報 〈広 域 避 難 場 所 特 集 号 〉 第1540 号( 4)

地
震
に
備
え
て

突
然
発
生
す
る
「
地
震
」
へ
の

対
応
は
、
予
測
で
き
る
台
風
な
ど

に
よ
る
風
水
害
と
異
な
り
、
普
段

か
ら
の
総
合
的
な
取
り
組
み
が
必

要
で
す
。
　

災
害
の
発
生
に
備
え
る
に
は
、

区
お
よ
び
防
災
関
係
機
関
と
区
民
、

各
種
事
業
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務

と
役
割
を
明
確
に
し
、
連
携
と
協

力
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

□
区
民
の
皆
さ
ん
の
責
務
(
自
治

の
主
導
者
と
し
て
)
は
、

(
1
)自ら
の
ま
ち
は
自
ら
守
る
と
い

う
意
識
の
も
と
に
、
防
災
訓
練

や
地
域
の
活
動
に
参
加
し
、
災

害
時
に
は
相
互
に
協
力
し
助
け

合
う
。

(
2
)常
に
災
害
に
備
え
、
住
居

、
建

物
な
ど
の
安
全
性
を
確
保
す
る

と
と
も
に
発
災
時
の
備
蓄
な
ど

を
行
う
。

□
事
業
所
・
事
務
所
の
責
務
(
各

種
の
社
会
活
動
を
含
む
)
は
、

(
1
)区
内
で
、
各
種
の
事
業
実
施
に

あ
た
り
施
設
を
管
理
す
る
も
の
は
、

施
設
の
安
全
性
、
避
難
路
の
確
保
、

救
助
用
資
材
確
保
な
ど
、
発
災

時
に
必
要
な
対
策
を
確
立
す
る
。

(
2
)行
政
機
関
な
ど
の
実
施
す
る
防

災
活
動
に
お
い
て
は
、
そ
の
社

会
的
責
任
に
よ
り
協
力
す
る
。

こ
の
役
割
を
踏
ま
え
て
、
普
段

か
ら
災
害
の
発
生
に
備
え
、
発
生

し
た
際
に
は
互
い
に
協
力
し
、
被

害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
ま
し
よ
う
。

非常時の持ち出し品リスト

家庭備蓄品リスト 3日分の食糧/3 日分の水( 1 人1日3 リットル)

防災対策 事業一 覧

区では、区民の皆様が安全に安心して住み続けられるよう災害に強いまちづくりを推進しています。防災対策事業について以
下のとおり紹介します。なお、事業のくわしい内容については、各担当にお問い合わせください。

再生紙利用


